


 

 

 

 

 

（評定の結果の通知） 

第６条 契約担当者は、検査員から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当該委託業の受

注者に対して、評定の結果を、様式第２号により通知するものとする。 

 

（説明請求） 

第７条  第６条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14日以内に書面により、

契約担当者に対して評定の内容についての説明を受けることができる。 

  ２ 契約担当者は、評定の通知を受けた受注者から評定点の説明を求められた場合、速や

かに様式第３号より回答するものとする。 

  ３ 契約担当者は、前項の回答をする場合、成績評定評価委員会に意見を求めることがで

きる。 

 

 

 

附 則 

 この要領は、平成13年8月 10日から試行する。（H13.7.27 青農整第583 号） 

 この要領は、平成17年7月  1日から施行する。（H17.6.22 青農整第380 号） 

 この要領は、平成21年7月  1日から施行する。（H21.6. 4  青農整第348 号） 




